
 

「ふるさと学び舎指定短期入所生活介護事業所」（併設型・空床型） 

「ふるさと学び舎指定介護予防短期入所生活介護事業所」（併設型・空床型） 

重要事項説明書 

 

１．事業の目的と運営方針 

  事業所は、介護保険法令の趣旨に従って、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、意志

及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）

の提供により、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図

ることを目的とします。 

 

２．事業所の概要 

(１) 提供できるサービスの種類と地域 

事業所名 
ふるさと学び舎指定短期入所生活介護事業所 

ふるさと学び舎指定介護予防短期入所生活介護事業所 

所在地 秋田県由利本荘市土谷字新谷地１５７番地 

指定番号 秋田県指定  第 0570515346 号 

サービス提供地域 由利本荘市（旧本荘市の全域）＊その他の地域の方もご相談ください 

 

(２) 当事業所の職員体制                   ※( )内は短期入所事業所 

職   種 配置人数 勤 務 体 制 

管 理 者        １  8：45 ～ 17：45 

嘱  託  医 １  14：00 ～ 16：00（毎週火、金曜日） 

生 活 相 談 員        １  8：45 ～ 17：45 

管 理 栄 養 士 １  8：45 ～ 17：45 

機能訓練指導員 １  8：45 ～ 17：45 

看 護 職 員 ４（１） 

 7：00 ～ 16：00（早番） 

 8：00 ～ 17：00（日勤） 

 8：30 ～ 17：30（遅番） 

介 護 職 員 ３３（８） 

 7：00 ～ 16：00（早番） 

 8：45 ～ 17：45（日勤） 

 10：00 ～ 19：00（準遅） 

 13：00 ～ 22：10（遅番） 

 22：00 ～  7：10（夜勤） 

  



 

※看護職員は当番にて夜間待機体制をとり、緊急時に対応します。 

  但し、業務の都合上必要がある場合は、変更することがあります。 

(３) 設備概要 

定 員 ２０名（他、空床利用型） トイレ 各室１箇所 

居室 個室 ２０室（１室15.94～20.25㎡） 共同生活室 ２箇所 

一般浴室 各ユニットに１箇所 特殊浴室 １箇所 

 

３．サービス内容 

(１) 介護保険給付対象サービス 

    次のサービスについては、滞在費・食費を除き、通常９割（～７割）が介護保険から給付さ   

れます。 

①  （介護予防）短期入所生活介護計画の作成 

     利用期間が連続して４日間以上の場合、利用者の日常生活全般の状況を踏まえて、（介護予

防）短期入所生活介護計画を作成します。 

②  食事 

栄養並びに利用者の身体状況・嗜好を考慮した食事の提供を、適切な時間に行います。ま 

た、利用者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂等で食事を摂ることを支援しま

す。 

朝 食     7：00～ 8：00 

昼 食    12：00～13：00 

夕 食    17：30～18：30 

③  入 浴 

７日間の利用で、２回以上入浴していただきます。ただし、利用者の状態に応じて、清拭 

等になる場合があります。 

④ 介 護 

  （介護予防）短期入所生活介護計画に沿って下記の介護を行います。 

  食事・着替え・排泄等の介助、おむつ交換、整容その他日常生活上の世話 

⑤ 機能訓練 

  介護計画に沿って、機能訓練室等にて訓練を行います。 

⑥ 相談及び援助 

     利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は利用者の  

家族に対して、その相談に適切に応じるとともに、必要な援助を行います。 

⑦ 健康管理 

     日常の健康相談や定期的な血圧・体温の測定など、常に利用者の健康状態に注意し、必要    

に応じて、健康保持のための適切な措置を行います。 

  ⑧ 理美容サービス 

月に１回、理美容サービスがご利用いただけます。料金は別途かかります。 



 

⑨ レクリエーション等 

施設内において、様々な活動を実施しております。また、行事によって別途参加費のかかる場 

合もあります。その都度担当よりご説明させていただきます。 

 

４．利用料等 

 サービスを利用した場合の「基本サービス費」は以下の通りです。お支払いいただく自己負担額

は、原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額になり

ます。 

 （１） 基本サービス費 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１日当たりの

自己負担額 
５２９円 ６５６円 ７０４円 ７７２円 ８４７円 ９１８円 ９８７円 

※上記料金は、１割負担分の料金になります。 

 （２） その他の介護保険給付対象サービス加算 

  ① 機能訓練加算    １２単位（円/日当たり） 

    専従の機能訓練指導員を１名以上配置している場合 

  ② 看護体制加算Ⅰ    ６単位（円/日当たり） ※要支援の方は対象外 

    常勤の看護師を１名以上配置している場合 

③ 夜勤職員配置加算Ⅱ １８単位（円/日当たり） ※要支援の方は対象外 

    夜勤を行う職員配置基準を１名以上超えて職員配置をしている場合 

  ④ 送迎加算     １８４単位（円/片道） 

    利用者の自宅と事業所間の送迎を行う場合 

  ⑤ 介護職員等処遇改善加算Ⅰ｛一か月利用日数×（基本単位＋加算単位）×１４０／１０００単位｝ 

    ※別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているも

のとして都道府県知事に届け出た指定（介護予防）短期入所生活介護事業所が（介護予防）

短期入所生活介護サービスを行った場合 

  ⑥ 療養食加算      ８単位（円/日当たり） 

    療養食を提供した場合（医師が必要と認めた場合に限る） 

（３） 食費 

    市町村民税非課税の方で、「介護保険負担限度額認定証」が交付されている方は、認定証に記

載されている負担限度額となります。 

階層 １日当たり 

第１段階 ３００円 

第２段階 ３９０円 

第３段階① １，０００円 

第３段階② １，３００円 

第４段階 １，４４５円 

 

 



 

（４） 滞在費 

    食費と同様に、市町村民税非課税の方で、「介護保険負担限度額認定証」が交付されている方 

は、認定証に記載されている負担限度額となります。 

階層 １日当たり 

第１段階 ８８０円 

第２段階 ８８０円 

第３段階① １，０６０円 

第３段階② １，０６０円 

第４段階 １，０６０円 

 

 （５） その他の費用について 

  ① 理美容代  実費（理美容事業者に直接お支払いいただきます） 

  ② 利用者の選定により提供するもの  実費（外食に係る費用、レクリエーションや余暇活動

等に係る費用、日用品及び嗜好品等に係る費用等） 

 

５．サービスの中止、変更、追加 

  ① 利用予定日の前に、利用者又は利用者の家族の都合により、（介護予防）短期入所生活介護の

利用中止、変更、又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービ

スの実施日の前日までに事業所に申し出てください。 

  ② 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取

消料をお支払いいただく場合があります。ただし、利用者の体調不良等正当な事由がある場合

は、この限りではありません。 

  ③ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する期

間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

 

６．利用料金のお支払方法 

  利用料は、１月ごとに計算し、翌月の１０日前後に請求いたします。請求された月の末日までに、

次のいずれかの方法でお支払いをお願いします。 

  ① 事業所へ直接現金での支払い 

  ② 事業所の指定口座への現金振り込み 

 

７．緊急時の対応方法 

 利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか、別紙「家族

連絡先」に記載されているご家族の方に速やかに連絡いたします。 

 

８．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、当該利用者の家族、市町村、関係機関等への連絡

を行うとともに、必要な措置を講ずるものとします。 

 



 

９．身体拘束等の適正化について 

  利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを原則とします。ただし、緊急やむを得

ない理由により身体拘束をせざるを得ない場合には、利用者及び利用者の家族へ十分な説明を行い、

同意を得るとともに、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由について記録します。 

 

10．高齢者虐待の防止、尊厳の保持 

  利用者の人権擁護、虐待防止のために、研修等を通して従業者の人権意識や知識の向上に努め、

利用者の権利擁護に取り組める体制の整備に努めます。 

  利用者の人権及びプライバシーの保護、ハラスメントの防止等の業務マニュアルを整備し、従業

者教育を行います。 

 

11．ハラスメント対策 

  適切なサービス提供を確保するため、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした行動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害され

ることを防止するための方針の明確化及び必要な措置を講ずるものとします。 

 

12．守秘義務 

  事業所及び従業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及び利用者の家族に関する秘密を

正当な理由がなく、又利用者及び利用者の家族の了解を得ることなく第三者に漏らすことはしませ

ん。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

 

13．サービス内容に関する相談・苦情 

 サービスに関する相談・要望・苦情等はサービス提供責任者か下記窓口までお申し出下さい。 

ふるさと学び舎指定短期入所生活介護事業所及び 

ふるさと学び舎指定介護予防短期入所生活介護事業所 

受付担当者：加藤 聡 

苦情解決責任者：須田 満穂 

電話番号：０１８４－２８－１１６５   

受付時間：９：００～１７：００ （月曜日～金曜日） 

当事業所以外に、由利本荘市の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

※行政機関その他苦情受付け機関  

  由利本荘市福祉保健部 長寿支援課   電話番号 ０１８４－２４－６３２１ 

国民健康保険団体連合会        電話番号 ０１８－８６２－３８５０ 

 秋田県福祉サービス相談支援センター  電話番号 ０１８－８６４－２７２６ 

    にかほ市市民福祉部 子育て長寿支援課 電話番号 ０１８４－３２－３０４２ 

  ※第三者委員 

    佐藤 治円    電話番号 ０１８４－２２－５７６０ 

    武田 千代    電話番号 ０１８４－２２－３３８６ 

    黒坂 周     電話番号 ０１８－８３２－７３２４ 



 

14．防災および非常災害対策 

 （１）防災対応  消防計画に基づき対応します。 

 （２）防災設備  自動火災報知設備、スプリンクラー、屋内消火栓等を備えております。 

 （３）防災訓練  年２回以上、防災（通報・消化・避難誘導等）訓練を実施します。 

 （４）防火管理者 加藤 聡 

 

15．業務継続計画 

  事業所は、感染症や非常災害が発生した場合に、非常時の体制で早期の業務再開を図るための業

務継続計画を策定し、従業者に対し当該計画の周知を図るとともに定期的な研修及び訓練等の必要

な措置を講ずるものとします。 

 

16．事業所経営法人 

法人名称     社会福祉法人 中央会 

代表者      理事長  藤井 蘭子 

法人本部所在地  〒０１５－００４１ 

秋田県由利本荘市薬師堂字一番堰３８番地１ 

電話番号     ０１８４－２４－３７１１ 

法人設立     昭和５３年３月２５日 

 

17. 第三者評価の実施状況について 

第三者評価実施の有無 無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）の提供開始に当たり、契約書および本書面に基づ

いて重要な事項を説明し、交付しました。 

 

 令和   年   月   日 

 

事業者 

所在地：〒０１５－００５５  

秋田県由利本荘市土谷字新谷地１５７番地 

名 称：社会福祉法人 中央会 

ふるさと学び舎指定短期入所生活介護事業所及び 

ふるさと学び舎指定介護予防短期入所生活介護事業所 

 

説明者：氏 名             印 

 

 私は、契約書および本書面により、事業者から短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）に

ついて重要事項の説明を受け、受領しました。 

 

利用者 

住 所                        

氏 名                      印 

 

身元引受人 

住 所                        

氏 名                      印 


